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はじめに 

  
 公立病院を取巻く環境の変化は著しく、設置自治体の財政状況の悪化、国の

医療費抑制政策、新臨床研修医制度に伴う医師不足や偏在化などにより、全国

的に公立病院の経営は厳しい状況となっています。こうした中、平成１９年に

総務省は公立病院改革ガイドラインを示し、自治体自ら地域における適切な医

療需要を的確に把握するとともに、公立病院の担うべき役割を明確にしながら

経営の効率化を図っていくことを求めています。 
 こうした状況に加え、光市において２つの自治体病院のあり方について全市

民的な関心を呼んでいたことから、光市では平成２１年８月に市内４会場で市

民対話集会を開催し、光市病院事業に対する現状と課題を説明し、２つの公立

病院のあり方について市民から広く意見を求めました。また、病院事業や地域

医療に関し識見のある有識者からなる「光市病院事業あり方検討委員会」を設

置し、光市における公立病院のあり方についての答申もいただきました。市議

会市民福祉委員会においても集中審議が行われ、議員からも様々な提言をいた

だくなど、この１年間、多くの皆様方が真摯に光市の地域医療を考え、２つの

公立病院のあり方について検討がなされてきました。 
私は、この病院問題については、少子高齢化社会が進展するなか、まず光市

において真に必要な医療とは何かを明確にしていくことが問題の本質であり、

２つの病院をどのようにしていくかは、それを実現するための手段であると考

えております。ここに示す「光市病院事業のあり方」については、このような

観点から、本市の１０年、２０年先を見据えた、光市に必要な医療体制を構築

していくためのプランであり、市として光市の地域医療を守っていく姿勢を示

すものであると考えています。 
これまでに貴重なご意見をいただいた多くの市民の方々、医師会の皆様方、

さらに光市病院事業あり方検討委員会の皆様方に心からお礼を申し上げますと

ともに、光市の地域医療が今後更に充実していくため、市民の皆様をはじめ関

係各位の一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 
                   平成２２年２月５日 
                      光市長  市 川   熙 
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１ 光市に必要な医療とは 

 
 公立病院改革ガイドラインでは、近年、多くの公立病院が経営環境や医療提

供体制の維持が極めて厳しい状況になっていることから、公立病院を設置する

自治体に抜本的な病院改革を行うことを要請し、自治体自ら地域に必要な医療

を明確にすることで公立病院の役割を見直し、良質な医療を継続して提供でき

る体制を構築していくことを求めています。 
光市が市民の健康と安心を守るために先ず確保すべき医療は、地域において

初期的な治療を行う１次医療です。光市ではほぼ各地区に民間診療所が設置さ

れており、民間診療所が存在しない牛島地区には市が診療所を設置し、民間診

療所の少ない周防、大和地域においては大和総合病院がその役割の一部を担っ

ています。 

 
・地区別医療機関数（H22.1 現在）          

 浅江 室積 光井 島田 上島田 三井 周防 大和 計 

病院 3 0 0 2 0 0 0 1 6

診療所 14 6 3 5 1 1 1 1 32

計 17 6 3 7 1 1 1 2 38

住基人口 14,890 9,674 7,729 4,106 3,601 4,711 2,029 7,730 54,470

 
１次医療で対応できない疾病や救急医療、入院医療を行う病院は２つの市立

病院を含め６病院あります。そのうち３病院は産科、精神科の病院であり、一

般的な病院は市立病院と１医療法人の３病院となっています。２つの市立病院

の病床数は市内の病床数の５割を超えるなど、市域の医療供給体制の中でも大

きな役割を果たしています。 

 
・許可病床数（H22.1 現在） 

 医療機関 一般病床 療養病床 精神病床 計 

光総合病院 210  210

大和総合病院 220 60  280

光中央病院 40 58  98

梅田病院 34  34

みちがみ病院 30  30

病

院 

大田病院 204 204

有床診療所 8 30  38

計 542 148 204 894
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しかし、２つの市立病院の病床利用率は６割に満たず、市民の中には、市外

の医療機関へ入院している方も多いことは、市立病院が提供している医療機能

や病床規模は必ずしも適正なものとなっていないと考えられます。 

 
・平成２０年度病床利用率 

 一般病床 療養病床 

光総合病院（一般 210 床）  ６７.０%  

大和総合病院（一般 220 床 療養 60 床） ５１.８% ８９.７% 

計 ５９.３% ８９.７% 

 
・光市国民健康保険被保険者の所在地別入院患者数（H20.3） 

 １日平均患者数 構成比 

市内医療機関入院患者数 ２７３人 ５６.９％

市外医療機関入院患者数 ２０７人 ４３.１％

計 ４８０人 １００.０%

＊精神病床入院患者除く 

 

光市の医療需要動向は、人口動態から推測することができます。光市の人口は

将来的に減少していくことが予想されますが、65 歳以上の高齢者は今後増加し、

近い将来３人に１人が高齢者になると考えられます。医療需要については、人

口が減少するものの受療率の高い高齢者が増加するため、当面は増加し３５年

後の２０４５年には減少していくことが予想されます。 

 
・人口動態 

2010 年（平成 22） 2015 年（平成 27） 2025 年(平成 37) 2045 年(平成 57) 

52,783 人 51,587 人 47,411 人 37,128 人 

    

 
・高齢化率（６５歳以上人口） 

2010 年（平成 22） 2015 年（平成 27） 2025 年(平成 37) 2045 年(平成 57) 

14,563 人 

27.5％ 

16,530 人 

32.0％ 

16,439 人 

34.6％ 

12,875 人 

34.6％ 
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・光市の医療需要 
2010 年（平成 22） 2015 年（平成 27） 2025 年(平成 37) 2045 年(平成 57) 

1,072.1 人 1,152.8 人 1,302.8 人 1,044.5 人 

    

 
光市における医療機関の整備状況は、主に急性期医療を担う一般病床は推計入

院患者数に対し過剰な状況にあり、高度な技術や特殊な施設・設備を必要とす

る医療機能は周南２次医療圏並びに隣接する医療圏内の医療機関との連携によ

ってある程度充足されています。しかし高度医療と一般急性期医療、回復期・

慢性期医療、プライマリ医療の連携を担う機能が少なく、また地域連携を機能

面でサポートするリハビリテーションに特化した機能もありません。特に療養

病床については、推計入院患者数に対し病床数が不足している状況であり、今

後の高齢化社会へ対応するためにも一定規模の一般病床を療養病床へ転換させ

ることが必要です。 

 
また、光市ではがん治療（特殊な療法を除く）や生活習慣病の治療などはあ

る程度充実していると考えられますが、循環器系疾患における心疾患並びに脳

血管疾患への対応については、医師の確保や設備の問題があり、他の高度な医

療を提供する医療機関との連携により対応しています。今後の医療ニーズ（高

齢者医療を中心として、がん、脳卒中、生活習慣病等）に対応した急性期医療

を充実していくためには、同様の医療機能を提供する２病院を維持するのでは

なく、人的資源の効率的な配置を行い２病院の機能を分化することで医療の質

的向上を図り、経営の効率化に努めていくことが必要です。 

 
 
 
 

光市における医療機関整備状況
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光市に必要な医療機能 
区分 医療機能 他病院連携 

がん 外科的治療、化学療法を中心に次の領域の

がん治療が行える（食道、胃、大腸、肝、

胆道、膵臓、肺、乳腺、膀胱、前立腺、子

宮、卵巣） 

放射線治療は他

病院連携 

循環器系疾患・心疾患 

 

ペースメーカー挿入、心臓カテーテル検査

が行える 

心筋梗塞等の救急医療を充実 

 

開心術、大動脈手

術、バイパス手術

等は他病院連携 

脳血管疾患 脳卒中、脳血栓などの薬物治療 

 

外科的治療は他

病院連携 

糖尿病等内分泌系 人工透析治療 

インスリン自己注射などの各種指導 

教育入院、運動指導、栄養指導 

 

 

 

 

 

 

 

急

性

期

医

療 

小児医療 小児入院医療  

２次救急医療 骨折、多発外傷、頚椎脊椎損傷、胸部外傷、

腹部外傷、四肢切断、四肢外傷、気管内異

物等の対応が可能な機能 

ICU の整備 

小児救急医療は

他病院連携 

予防医療 検診機能  

プライマリ医療 市内全域のプライマリ医療を確保  

リハビリ機能 回復期リハビリテーション病棟 

脳血管疾患等の患者を寝たきり防止と家

庭復帰を目的に集中的なリハビリテーシ

ョン 

 

慢性期医療 療養病床 

急性期医療後の在宅復帰するまでの医療 
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２ ２つの市立病院の医療機能及び規模について 

 
光市は人口約５.４万人、面積約９２ｋ㎡で、車で３０分あれば市内のどこで

も行けるコンパクトな都市であり、２つの市立総合病院を有し、それぞれの病

院が同じような医療提供を行っています。これからの高齢化社会に対応した医

療を提供していくためには、地域の核となる急性期医療を行う病院とそれを後

方支援するリハビリや長期療養を主体とする病院に医療機能を分化するととも

に適正な病床規模に見直し、両病院の連携により市全体の医療提供体制を構築

していく必要があります。 
現在、２病院の主に急性期医療を担う一般病床は４３０床ですが、その病床

利用率は約６０％で１日平均入院患者数は２５０人程度となっています。その

うち入院期間が４週間以内の患者は１７５人で約７０％を占めています。今後

の急性期医療は DPC の対応、平均在院日数の短縮化が求められており、１日あ

たりの一般病床の入院患者数は減少していくと考えられています。急性期医療

に特化していくこととなれば、患者の入院期間は長くとも４週間以内とし、平

均在院日数も１４～１６日を目標としていく必要があります。こうしたことか

ら、光市病院事業が行う急性期医療の一般病床数は病床利用率を８５％と仮定

すれば２００床程度を確保することが必要です。 

 
・一般病床入院患者の入院期間 （H.21.6) 

 １～７日 ８～１４日 １５～２８日 ２９日以上 

光総合病院 52人 （33％） 39人 （25％） 25人 （16％） 42人 （27％）

大和総合病院 24人 （24％） 28人 （29％） 13人 （13％） 33人 （34％）

計 76人 （30％） 67人 （26％） 38人 （15％） 75人 （29％）

 
一方、療養病床は現状光市に療養病床が少ないことや今後の人口動態の推移、

高齢化社会への進展を鑑みたときには必要度は高いと考えられます。山口県の

療養病床数を見ると山口県平均は高齢者１００人に対し２．４床療養病床が整

備されていますが、光市では０．８床しか整備されていません。また、光市国

民健康保険被保険者の入院患者を分析してみても、療養病床に入院する患者の

半数は市外の医療機関を利用しています。このことから、光市民は市内の医療

機関の療養病床を利用したくとも、療養病床数自体が少ないため市外の医療機

関を利用していると推測されます。 

 
 
 



 7

・山口県の病院療養病床数（６５歳以上人口１００人対病床数） 

＊病床数は H20.10 医療施設調査、人口は H20.10 山口県人口移動統計調査より 

 
・光市国民健康保険被保険者の入院患者数（H20.3)         

市内医療機関 市外医療機関  

件数 延人数 １日平均 件数 延人数 １日平均

一般病床 395 件 6,316 人 204 人 250 件 4,248 人 137 人

療養病床 95 件 2,139 人 69 人 74 件 2,160 人 70 人

＊精神病床除く 
 

病床数は、医療圏単位で設定する必要があることから、光市の６５歳以上人

口をベースに光市を除いた周南医療圏おける高齢者１００人に対する療養病床

数２．１床（下松市・周南市の療養病床数 1,051 床／下松市・周南市の６５歳

以上人口 50,000 人×１００）を基準として、光市の必要病床数を算出すると、

２９３床となりますが、現在、光中央病院に５８床の療養病床があることから、

これを差引いた２３０床程度となり、高齢者数のピーク時である平成３２年に

は２９０床程度必要と推測されます。 

 

 H20 H22 H27 H32 H42 

65 歳以上人口 13,957 人 14,563 人 16,530 人 16,946 人 15,466 人

必要療養病床数 235 床 248 床 289 床 297 床 266 床

 
光市に必要な病床については、急性期病院については一般病床２００床程度、

リハビリや長期療養を行う病院については療養病床２９０床程度と仮定し、２

病院の機能分化と病床規模の見直しを図っていくためには、２病院の現状を踏

まえ、機能については、光市民の利用状況、救急患者数、手術件数、市内の民

間医療機関との連携、DPC 適用、平均在院日数などの実績、病床規模について

は現状の施設の収容能力などを参考に総合的に判断することが重要です。 

 

地 域 療養病床 A 65 歳以上人口 B
人口 100 人対 
療養病床 A/B 

山口県 9,634 床 399,775 人 ２．４１床 

周南医療圏 1,169 床  63,957 人 １．８３床 

下松市   101 床  12,971 人 ０．７８床 

光市   118 床  13,957 人 ０．８５床 

 

周南市   950 床  37,029 人 ２．５７床 
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・各病院の現状の医療機能 

 光総合病院 大和総合病院 

一般病床 ２１０床 ２２０床 
病床数 

療養病床  ６０床 

一般病床 ５１,３６６人 ４１,６３０人 
入院患者数 

療養病床  １９,６５４人 

一般病床 １４１人 １１４人 １日平均 

入院患者数 療養病床  ５４人 

一般病床 ３４,０４９円 ２９,４３７円 
入院単価 

療養病床  １７,８４５円 

外来患者数 ９７,８８７人 ８２,４３２人 

１日平均外来患者数 ４０３人 ３０６人 

外来単価 ９,５９６円 ８,６１６円 
入院患者の光市民の占める割合 ８４％ ４７％ 
救急車搬送患者数 １,０２５人 ４４１人 

検査件数（患者 100 人当り） ４５９.４件 ３０１.１件 

放射線件数（患者 100 人当り） １６.７件 １５.１件 

紹介患者率 ２８．７％ １６．９％ 

平均在院日数 １６．５日 １８．６日 

看護配置 ７：１ １０：１ 

ＤＰＣ対応 平成 22 年４月  

薬剤処方 院外処方 院内処方 

病院機能評価  平成１１年１月 

治療等の実績（H20 年度） 

 
皮膚・形成外科領域 
 皮膚悪性腫瘍手術 

 
眼領域 
 水晶体再建術（白内障） 
 緑内障手術 
 網膜光凝固術 

 
呼吸器領域 
 肺悪性腫瘍手術 

１２０

７

１２

２

１

４６

１
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 胸腔鏡下肺悪性腫瘍摘出術 

 
消化器系領域 
 下部消化管内視鏡的切除術 
 虫垂切除術（乳幼児除く） 
 胃悪性腫瘍手術 
 上部消化管内視鏡的切除術 
 大腸悪性腫瘍手術 
 食道悪性腫瘍手術 

 
肝・胆道・膵臓領域 
 肝悪性腫瘍手術 
 胆道悪性腫瘍手術 
 開腹による胆石症手術 
 内視鏡的胆道ドレナージ

（ＥＲＢＤ） 
 経皮経肝的胆道ドレナージ

（ＰＴＣＤ） 
 膵悪性腫瘍手術 
 腹腔鏡下胆石症手術 

  
循環器系領域 
 ペースメーカー移植術 
 下肢静脈瘤手術 

 
腎・泌尿器系領域 
 体外衝撃波腎・尿路結石破 
 砕術 
 膀胱悪性腫瘍手術 
 前立腺悪性腫瘍手術 
 腎悪性腫瘍手術 

 
産科領域 
 選択帝王切開術 
 正常分娩 
 緊急帝王切開術 

２

１０２

１１

１７

５

３４

３

５

１

５

４

４

５

２２

１５

１３

１３８

２１

４

７

１４３

６

６

３４

１

１

５

５

５

１

１５

２

２

２０

１４２

９
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婦人科領域 
 卵巣悪性腫瘍手術 
 子宮悪性腫瘍手術 
 子宮筋腫摘出術 

 
乳腺領域 
 乳腺悪性腫瘍手術 

 
筋・骨格系及び外傷領域 
 アキレス腱断裂手術 
 （筋・腱手術） 
 人工股関節置換術 
 （関節手術） 
 脊椎手術 
 椎間板摘出術 
 骨折観血的手術 
 人工膝関節置換術 
 （関節手術） 

 
リハビリ領域 
 運動器リハビリテーション 
 呼吸器リハビリテーション 
 脳血管疾患等リハビリテー 
 ション 

 
小児領域 
 小児外科手術 

 
麻酔領域 
 全身麻酔 
 硬・腰麻酔 

   
 
画像診断 
 単純ＣＴ撮影 
 ＭＲＩ撮影 

７

７

３

１７

８

８９

２

１０,９４４

１５２

３,１８５

４６３

１８５

５,１１６

１,８３２

３

８

８

４

６

５

１０

２

６１

５

１３,４２８

２３２

１０,９０８

５

１９６

１２４

２,６０７

１,０１０
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 マンモグラフィー検査 
 （乳房撮影） 
 特殊ＣＴ撮影 

２９０ ９２３

７４９

 
２つの市立病院は大和総合病院に療養病床が６０床あるものの、手術などの

治療実績等を見ても診療科の医師の配置による偏りはありますが、基本的には

急性期医療を担う似通った病院といえます。しかし、現在の医療は短期的に集

中的に治療を行う急性期医療だけではなく、それを後方支援する急性期後、在

宅復帰するまでを担う医療機能も必要であり、患者の病状に応じた病床で治療

することが求められています。そのためには、現状の２病院の機能を分化し連

携体制を構築していく必要がありますが、光市の急性期医療を担う病院につい

ては、光市の中核病院としての役割を担うこととなることから、救急医療の対

応度、市内医療機関との連携度、市民の利用実績、急性期医療の対応実績等を

考慮し、人口集積地に立地している光総合病院が適当と考えられます。一方、

リハビリや長期療養を担う病院については、これまでのリハビリ医療や療養病

床の実績等から大和総合病院が適当と考えます。なお、療養病床については大

和総合病院の一般病床を改修することで最大２２０床程度の療養病床を確保す

ることが可能ですが、慢性疾患の急性憎悪に対応するために一般病床を２０床

程度、療養病床を２００床程度確保していくこととします。 
２病院の機能を分化しても、なお不足すると思われる療養病床については、

福祉・介護施設や在宅医療などの連携を図り、地域包括ケアシステムを構築し

ていくことで補完できるよう検討していくこととします。また、周防、大和地

域は民間診療所が少なく１次医療を確保する必要があることから、大和総合病

院には地域住民の初期診療を行う外来機能を確保します。 
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病院事業の再編方針 

 光市立光総合病院 光市立大和総合病院 

病床区分、規模 一般病床 ２００床程度 療養病床 ２００床程度 
一般病床  ２０床程度 

 
入院 

 

ＤＰＣによる急性期医療

を中心とした医療 
療養病床を主体とした慢

性期医療 
 
 
 
医療機能  

外来 

 

プライマリ医療 
人工透析医療 

プライマリ医療 

 

 

 

再編計画について 
 病院事業の再編を進めていくために必要な検討課題である、施設の一部改修、

人員配置や回復期リハビリテーションなどについて早急に検討を行うとともに、

具現化していくための計画策定を行います。 
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３ 経営形態の見直しについて 
光市病院事業の経営形態については、市として光市の地域医療体制を確保し、

今後２病院の機能分化を計画的に進めていくためには、市の意向が直接的に反

映され、経営の独自性が発揮される現行の地方公営企業法の全部適用が適当で

あると判断します。しかし、両病院の機能分化に伴い、これまで以上に両病院

の連携体制の構築が必要になることから、両病院を総括する管理部門を強化し

ていく必要があります。そのため、当分の間、事業管理者は医療法上の病院管

理業務は行わず、光市病院事業の管理業務を専任します。 

 
４ 医療スタッフ確保対策について 
 病院再編に伴い全体の病床規模が縮小することとなるため、人員配置の見直

しを行い適正な人員管理計画を作成します。 
 また、医師や看護師などの医療スタッフの確保は病院を運営するために絶対

条件であり、職員の働きやすい環境を整備することが必要です。現在、医師国

家試験の合格者の３人に１人が女性であること、看護職員も女性が多いことか

ら、育児と仕事の両立を支援するため、病院内に保育所の設置等を検討します。 

  
５ 両病院の施設整備について 
 両病院の施設に関しては、一部に老朽化した施設もあることから必要に応じ

改修を行うこととしますが、可能な限り延命化させることを基本とします。 

 
６ 交通アクセスの整備について 
 両病院の機能分化に伴い、公共バス等による交通アクセス方法について調査

検討を行います。 

 
７ 地域包括ケアシステムの構築について 
 高齢化社会の進展に伴い、高齢者が地域から離れることなく生活が送れるよ

うに、保健、医療、福祉サービスの切れめない連携体制を構築していく必要が

あることから、光市における地域包括ケアシステムの構築を検討します。 
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用語解説 
 

病床区分 

  医療法に基づく病床区分は、精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床、一般病床

の５区分、療養病床は主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための

病床、一般病床は主として急性期医療を必要とする患者を入院させるための病床 

 

一次医療（プライマリ医療） 

  疾病の初期治療を行う医療のこと。住民に身近なところで確保されるべき医療で、か

かりつけ医等が中心となって役割を担っている。 

 

二次医療 

  一次医療より専門的で、現在の医療水準から見て、大部分の医療が完結するレベルの

医療。地域における大部分の疾病に対して対応できる役割を担っている。 

 

三次医療 

  高度・特殊な医療で、全県的な見地から、高度な医療水準で実施されるべき医療。臓

器移植等の高度な医療や広範囲熱傷等の専門性の高い医療等先進的な医療に対する役

割を担っている。 

 

二次医療圏  

  高度・特殊な医療を除いて、健康増進から予防・診断・治療・リハビリに至るまでの

包括的な保健医療サービスを提供すべき地域的単位として設定する圏域 

  ＊周南医療圏・・周南市、下松市、光市 

 

二次救急医療  

  初期救急医療機関で入院や手術を必要とすると判断された救急患者や重症患者に対応

する医療のこと。各地区において病院等が当番制で夜間・休日に対応する「病院群輪番

制」により実施している。 

 

回復期リハビリテーション  

  急性期を脱して回復期へ移行した患者において、日常生活動作を改善するための機能

回復等を中心に在宅復帰を主たる目的として行なわれるリハビリテーションのこと。 

 

回復期リハビリテーション病棟 

  回復期リハビリテーションを要する患者が常時８０％以上入院している病棟であり、
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リハビリテーション科を標榜していることや専従の医師、理学療法士、作業療法士を配

置している等の基準がある。 

 

急性期医療  

  主に病気のなり始め、症状の比較的激しい時期に行う医療 

 

慢性期医療 

  病状は安定しているが、なお入院を必要とする慢性的な疾病を抱える患者を対象とす

る医療 

 

ＤＰＣ 

  診療行為ごとに定められた単価を積み上げる従来の出来高評価方式とは異なり、傷病

名・重傷度・診療行為によって分類した包括評価部分と出来高評価部分との組み合わせ

で入院費の計算を行う診療報酬請求方式のこと。 

 

ＩＣＵ（集中治療管理室）  

  Intensive Care Unit の略。重篤な症状を呈している患者や手術直後で状態の安定して

いない患者を集中的に治療・看護する室。 

 

心臓カテーテル検査 

  カテーテルを手首またはそけい部の動脈から心臓の血管（冠動脈）や心臓の中まで挿

入し、心室内の圧を測定したり造影剤を使用して冠動脈の状態を見たり、心臓の動きを

観察する検査。（狭心症、心筋梗塞、不整脈の診断） 

 

看護配置基準 

  医療法によって定められている患者の人数に対する看護職員の人数のこと。 

  ７対１＝平均して入院患者 7 人に対して看護職員 1 人が看護を受け持つこと。 

  10 対１＝平均して入院患者 10 人に対して看護職員 1 人が看護を受け持つこと。 

 

平均在院日数 

  病院の入院治療機能をみるための指標のひとつで、入院してから退院まで期間が平均

どのくらいかをみようとするもの 

  （在院患者延数）÷（（新入院患者数＋退院患者数）×1/2 ） 

 

紹介患者率 

  救急時を含め、当該医療機関で初めて診察を受けた患者（時間外、休日又は深夜に受
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診した６歳未満の患者は除く）のうち、救急患者と他の医療機関から紹介状等で紹介を

受けて診察を受けた患者の割合のこと 

 

放射線治療 

  放射線治療は、手術、化学療法とならぶ悪性腫瘍に対する三大治療法の一つであり、

がん細胞に外から高エネルギーの X 線をあてて、増殖を抑えたり、死滅させるもの。 

 

開心術 

  人工心肺装置を使って体外循環を行いながら心臓に直接メスを入れる手術 

 

大動脈手術 

  主に大動脈瘤に対する人工血管置換手術 

 

バイパス手術 

  心臓カテーテル治療では治療することができない場合の狭心症に対する手術で、狭窄

によって血液の流れが少ない血管にたくさん血液が流れている血管からバイパスして

血管をつないで血液の新しい流れを作る手術 

 

心筋梗塞 

  心臓に血液を供給する冠動脈が動脈硬化によって狭窄し、心筋に十分な血液が送られ

なくなるためにおきる病気 

 

脳卒中 

  脳の血管がやぶけたり（脳出血），つまったり（脳梗塞）して，急に手足の麻痺やしび

れ，あるいは意識障害などの症状が出た状態 

 

脳血栓 

  脳の動脈の動脈硬化が進み動脈の内腔が狭くなり、その部位に徐々に血栓（血液のか

たまり）ができて、血栓が血管の内腔をつまらせてしまう（閉塞）状態 

 

人工透析治療 

  働かなくなった腎臓に代わって、人工的に血液中の毒素をろ過し取り除く療法 

 

 


